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令
和
三
年
六
月
一
日

第

二

百

四

号
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刊
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規

則
（
第
三
十
六
号
・
第
三
十
七
号
）

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
　
事
　
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
薬
事
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
（
薬
　
務
　
課
）
…
…
…
…
…
一

　
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　
令
和
三
年
六
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
服
部
　
誠
太
郎
　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
六
号

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
八
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
一
一
の
項
下
欄
中
ム
を
ヰ
と
し
、
イ
か
ら
ラ
ま
で
を
ハ
か
ら
ウ
ま
で
と
し
、
同
欄
に
イ
及
び

ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
イ
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」

と
い
う
。）
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法

第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
の
申
請
書

　
　
　
ロ
　
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第

六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
の
申
請
書

第
二
条
　
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
一
の
項
下
欄
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
　
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
の
申
請
書

ロ
　
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
の
申
請
書

　
　
別
表
一
一
の
項
下
欄
中
ヰ
を
ケ
と
し
、
ヌ
か
ら
ウ
ま
で
を
タ
か
ら
マ
ま
で
と
し
、
リ
を
ワ
と
し
、

ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
カ
　
施
行
規
則
第
十
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬

局
の
認
定
の
更
新
の
申
請
書

　
　
　
ヨ
　
施
行
規
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医

療
機
関
連
携
薬
局
の
変
更
の
届
書

　
　
別
表
一
一
の
項
下
欄
中
チ
を
ヲ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
リ
か
ら
ル
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
ホ
　
施
行
令
第
二
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

の
認
定
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書

　
　
　
ヘ
　
施
行
令
第
二
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

の
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
書

　
　
　
ト
　
施
行
令
第
二
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
す
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機

関
連
携
薬
局
の
認
定
証

　
　
　
チ
　
施
行
令
第
二
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
返
納
す
る
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携

薬
局
の
認
定
証

附
　
則

　
こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
八
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　
福
岡
県
薬
事
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
三
年
六
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
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県
知
事
　
　
服
部
　
誠
太
郎
　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
七
号

　
　
　
福
岡
県
薬
事
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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令和３年６月１日　火曜日 2第 204 号 増刊①

　
福
岡
県
薬
事
審
議
会
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
第
三
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
八
　
地
域
連
携
薬
局
又
は
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


